
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

公

告

○
福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
の
運
用
状
況
を

公
表
す
る
件

一

○
福
島
県
情
報
公
開
条
例
に
よ
り
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る
件

三

公

告

公
告
第
百
五
十
二
号

福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。)

第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等

の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

１
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
等
の
状
況

(1)
受
付
窓
口
別
の
内
訳

（単
位
件

）
文
書
に
よ
る

口
頭
に
よ
る

区
分

合
計

開
示

請
求

開
示
請
求

県
政
情
報
セ
ン
タ

29
1,075

1,104
ー

県
政
情
報
コ

ナ
18

0
18

ー
ー

出
先
機
関
窓
口

75
8,875

8,950

警
察
情
報
セ
ン
タ

46
0

46
ー

合
計

168
9,950

10,118

注
１

文
書
に
よ
る
開
示
請
求

」と
は

条
例
第
14条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報

「
、

に
対
す
る
請
求
書
に
よ
る
開
示
請
求
を
い
う

（以
下
同
じ

）

。
。

２

「口
頭
に
よ
る
開
示
請
求

」と
は

条
例
第
17条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
り
行

、
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
保
有
個
人
情
報
に
対
す
る
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
い
う

（以
下
同
じ

）

。
。

３

「県
政
情
報
セ
ン
タ

」と
は

県
庁
西
庁
舎
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う

ー
、

。
４

「県
政
情
報
コ

ナ

」と
は

県
中

県
南

会
津

南
会
津

相
双
及
び
い
わ
き
の

ー
ー

、
、

、
、

、
各
地
方
振
興
局
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
。

５

「出
先
機
関
窓
口

」と
は

伊
達

二
本
松

三
春

棚
倉
及
び
喜
多
方
の
各
合
同
庁
舎

、
、

、
、

内
に
所
在
す
る
各
出
先
機
関
並
び
に
単
独
の
出
先
機
関
並
び
に
公
立
大
学
法
人
に
お
け
る
窓

口
を
い
う
。

６

「警
察
情
報
セ
ン
タ

」と
は

県
警
察
相
談
セ
ン
タ

に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う

ー
、

ー
。

７
本
庁
担
当
課
に
よ
る
受
付
は

「県
政
情
報
セ
ン
タ

」の
区
分
に
含
め
る

、
ー

。

※

条
例
第
19条

第
１
項
の
訂
正
請
求

条
例
第
21条

の
４
第
１
項
の
利
用
停
止
請
求
及
び
条

、
例
第
24条

の
苦
情
の
申
出
に
つ
い
て
の
実
績
は
な
か
っ
た
。

(2)
実
施
機
関
別
の
内
訳

（単
位
件

）

文
書
に
よ
る

口
頭
に
よ
る

実
施
機
関
の
区
分

合
計

開
示
請
求

開
示
請
求

総
務

部
2

73
75

危
機
管
理
部

0
0

0

企
画
調
整
部

0
0

0
知

生
活
環
境
部

0
0

0

保
健
福
祉
部

7
76

83

商
工
労
働
部

11
25

36

農
林
水
産
部

1
5

6

───────────────────────────────────────────────────────────
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平成28年６月10日 金曜日 福 島 県 報 号外第41号 2

土
木

部
1

0
1

事
出

納
局

0
0

0

企
業

局
0

0
0

小
計

22
179

201

議
会

0
0

0

教
育

委
員

会
18

8,855
8,873

公
安

委
員

会
3

0
3

警
察

本
部

長
43

0
43

選
挙
管
理
委
員
会

0
0

0

監
査

委
員

0
0

0

人
事

委
員

会
12

420
432

労
働

委
員

会
0

0
0

収
用

委
員

会
0

0
0

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

0
0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

0
0

0

病
院
事
業
管
理
者

1
0

1

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学

69
286

355

公
立
大
学
法
人
会
津
大
学

0
210

210

合
計

168
9,950

10,118

２
文
書
に
よ
る
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
等
の
状
況

(1)
決
定
等
の
状
況

（単
位
件

）

決
定

等
区

分
件

数

開
全

部
開

示
106

一
部

開
示

43

示
小

計
149

不
開

示
16

う
ち
公
文
書
の
不
存
在

15

取
下

げ
3

却
下

0

合
計

168

(2)
不
開
示
理
由
の
内
訳

（単
位
件

）

条
例
第
12条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
の
区
分

一
部
開
示

不
開
示

合
計

第
１
号

（法
令
秘
情
報

）

0
0

0

第
２
号

（本
人
不
利
益
情
報

）

1
0

1

第
３
号

（開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
に
関
す
る
情

106
0

106
報

）
第
４
号

（法
人
等
の
事
業
に
関
す
る
情
報

）

1
0

1

第
５
号

（個
人
の
評
価
等
事
務
に
関
す
る
情
報

)

6
1

7

第
６
号

（犯
罪
捜
査
等
情
報

）

34
0

34

───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第
７
号

（審
議
検
討
及
び
協
議
に
関
す
る
情
報

）

2
0

2
、

第
８
号

（事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
情
報

）

14
0

14

合
計

164
1

165

注
事
案
に
よ
り
複
数
の
不
開
示
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め

合
計
数
は
一
部
開
示
及

、
び
不
開
示

（公
文
書
の
不
存
在
を
除
く

）の
決
定
件
数
の
合
計
と
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る

。
。

３
不
服
申
立
て
の
状
況

行
政
不
服
審
査
法

（昭
和
37年

法
律
第
160号

）に
基
づ
く
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
等
の
状

況
は

次
の
と
お
り
で
あ
る

、
。

(1)
件
数

（単
位
件

）

不
服

申
立

て
決

定

前
年
度
か
ら
の
当
該
年
度
中
に

一
部

却
下
棄
却
認
容

小
計
取
下
げ
審
理
中

繰
越
件
数
あ
っ
た
新
規
件
数

認
容

１
0

0
1

0
0

1
0

0

(2)
件
名
等

申
立
て
年
月
日

件
名

決
定
等
の
区
分

平
成
25年

11月
26日
付
け
で
な
さ
れ
た
自
己
情
報
開
示

平
成
25年

12月
17日

請
求
の
開
示
決
定
及
び
不
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申

棄
却

立
て

４
事
業
者
に
対
す
る
説
明
等
の
要
求
等
の
状
況

（単
位
件

）

説
明
等
の
要
求
是
正
の
勧
告

事
実
の
公
表

苦
情
相
談
処
理

0
0

0
0

（
文
書
法
務
課
）

公
告
第
百
五
十
三
号

福
島
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

）
第
三
十

。

四
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る。

平
成
二
十
八
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

１
公
文
書
の
開
示
請
求
の
状
況

(1)受
付
窓
口
別
の
内
訳

（単
位
件

）

区
分

請
求

件
数

県
政
情
報
セ
ン
タ

6,802
ー

県
政
情
報
コ

ナ
1,179

ー
ー

出
先

機
関

窓
口

89

警
察
情
報
セ
ン
タ

108
ー

合
計

8,178

注
１

「請
求

」と
は

条
例
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
開
示
の
請
求
を
い
う

（以
下
同

、
じ

）

。
。

２

「県
政
情
報
セ
ン
タ

」と
は

県
庁
西
庁
舎
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う

ー
、

。
３

「県
政
情
報
コ

ーナ

」と
は

県
中

県
南

会
津

南
会
津

相
双
及
び
い
わ
き
の

ー
、

、
、

、
、

各
地
方
振
興
局
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
。

４

「出
先
機
関
窓
口

」と
は

伊
達

二
本
松

三
春

棚
倉
及
び
喜
多
方
の
各
合
同
庁
舎

、
、

、
、

内
に
所
在
す
る
各
出
先
機
関
並
び
に
単
独
の
出
先
機
関
並
び
に
公
立
大
学
法
人
の
窓
口
を
い

う
。

５

「警
察
情
報
セ
ン
タ

」と
は

県
警
察
相
談
セ
ン
タ

に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う

ー
、

ー
。

(2)実
施
機
関
別
の
内
訳

（単
位
件

）

実
施
機
関
の
区
分

請
求

件
数

総
務

部
589
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知

危
機

管
理

部
742

企
画

調
整

部
700

生
活

環
境

部
196

保
健

福
祉

部
1,606

商
工

労
働

部
52

農
林

水
産

部
412

土
木

部
2,654

出
納

局
3

事
企

業
局

39

小
計

6,993

教
育

委
員

会
603

公
安

委
員

会
0

警
察

本
部

長
108

選
挙

管
理

委
員

会
116

監
査

委
員

30

人
事

委
員

会
3

労
働

委
員

会
50

収
用

委
員

会
29

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

79

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

8

病
院

事
業

管
理

者
11

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学

146

公
立
大
学
法
人
会
津
大
学

2

合
計

8,178

２
公
文
書
の
開
示
の
決
定
等
の
状
況

(1)決
定
等
の
状
況

（単
位
件

）

決
定

等
区

分
件

数

開
全

部
開

示
5,043

一
部

開
示

2,700

示
小

計
7,743

不
開

示
300

う
ち
公
文
書
の
不
存
在

215

請
求

の
取

下
げ

135

却
下

0

合
計

8,178

(2)不
開
示
理
由
の
内
訳

（単
位
件

）

条
例
第
７
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
区
分

一
部
開
示

不
開
示

合
計

条
例
第
７
条
第
１
号

（法
令
秘
情
報

）又
は
旧
条

10
1

11
例
第
６
条
第
１
号
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
条
例
第
７
条
第
２
号

（個
人
情
報

）又
は
旧
条
例

1,129
12

1,141
第
６
条
第
２
号

条
例
第
７
条
第
３
号

（事
業
情
報

）又
は
旧
条
例

1,521
3

1,524
第
６
条
第
３
号

条
例
第
７
条
第
４
号

（犯
罪
捜
査
等
情
報

）又
は

5
0

5
旧
条
例
第
６
条
第
４
号

旧
条
例
第
６
条
第
５
号

（国
地
方
公
共
団
体
等

、
0

0
0

関
係
情
報

）

条
例
第
７
条
第
５
号

（審
議
検
討
等
情
報

）又
、

204

60

264

は
旧
条
例
第
６
条
第
６
号

条
例
第
７
条
第
６
号

（事
業
執
行
過
程
情
報

）又
215

9
224

は
旧
条
例
第
６
条
第
７
号

旧
条
例
第
６
条
第
８
号

（合
議
制
機
関
等
関
係
情

0
0

0
報

）

合
計

3,084
85

3,169

注
１

事
案
に
よ
り
複
数
の
不
開
示
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め

合
計
数
は
一
部
開
示

、
及
び
不
開
示

（公
文
書
の
不
存
在
を
除
く

）の
決
定
件
数
の
合
計
と
一
致
し
な
い
場
合
が

。
あ
る
。

２
条
例
第
７
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
旧
条
例
第
６
条
各
号
は
、

条
例
附
則
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
前
の
福
島
県
情
報
公
開
条

例

（平
成
２
年
福
島
県
条
例
第
41号

）第
６
条
各
号
を
示
す
。

３
不
服
申
立
て
の
状
況

行
政
不
服
審
査
法

（昭
和
37年

法
律
第
160号

）に
基
づ
く
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
等
の
状

況
は

次
の
と
お
り
で
あ
る

、
。

(1)
件
数

（単
位
件

）

不
服

申
立

て
決

定

取
下
げ
審
理
中

前
年
度
か
ら
の
当
該
年
度
中
に

一
部

却
下
棄
却
認
容

小
計

繰
越
件
数
あ
っ
た
新
規
件
数

認
容

16
10

1
3

0
5

9
0

17

(2)
件
名
等

申
立
て
年
月
日

件
名

決
定
等
の
区
分

「甲
状
腺
が
ん
と
診
断
さ
れ
た
者
及
び
悪
性
又
は
悪
性

平
成
25年
４
月
18日

の
疑
い
と
診
断
さ
れ
た
者
に
関
す
る
文
書

」の
不
開
示
一
部
認
容

決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「甲
状
腺
検
査
専
門
委
員
会
の
配
付
資
料

」の
一
部
開

平
成
25年
４
月
18日

一
部
認
容

示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「猛
禽
類
検
討
委
員
会
議
事
録

」等
の
一
部
開
示
決
定

平
成
25年
５
月
10日

一
部
認
容

に
対
す
る
異
議
申
立
て

「甲
状
腺
検
査
の
実
施
状
況
に
係
る
集
計
表

」の
一
部

平
成
25年
７
月
25日

棄
却

開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
登
録
等
状
況
報
告
書
及
び
産
業

平
成
25年
８
月
15日

廃
棄
物
管
理
票
交
付
等
状
況
報
告
書

」の
一
部
開
示
決
一
部
認
容

定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「甲
状
腺
検
査
２
次
検
査
実
施
者
の
男
女
別
人
数

」の
平
成
25年

10月
９
日

棄
却

不
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「宗
教
法
人
の
備
付
書
類

」等
の
不
開
示
決
定
に
対
す

平
成
26年
１
月
10日

一
部
認
容

る
異
議
申
立
て

「最
低
制
限
価
格
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

」の
不
開
示

平
成
26年
７
月
７
日

棄
却

決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「県
内
市
町
村
に
対
す
る
避
難
者
数
調
査
に
関
す
る
文

平
成
26年
７
月
22日

審
理

中
書

」の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「応
急
仮
設
住
宅
に
関
す
る
国
と
の
協
議
に
関
す
る
文

平
成
26年
７
月
22日

審
理

中
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書

」の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「福
島
県
が
作
成
し
た
避
難
者
デ

ータ
ベ

ース
で
と
り

平
成
26年
７
月
29日

ま
と
め
た
避
難
者
数

」の
不
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
審

理
中

申
立
て

「応
急
仮
設
住
宅
供
与
期
間
延
長
に
関
す
る
文
書

」の
平
成
26年
８
月
11日

審
理

中
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学
職
員
兼
業
規
程

平
成
26年

10月
19日

等
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
一
覧
表

」の
一
部
開
示
決
定
審

理
中

に
対
す
る
異
議
申
立
て

「公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学
職
員
兼
業
規
程

平
成
26年

10月
20日

等
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
一
覧
表

」の
不
開
示
決
定
に
審

理
中

対
す
る
異
議
申
立
て

「利
益
相
反
委
員
会
審
査
一
覧
表

」の
一
部
開
示
決
定

平
成
26年

10月
21日

審
理

中
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「災
害
救
助
費
に
係
る
国
と
の
や
り
と
り
に
関
す
る
一

平
成
27年
３
月
31日

審
理

中
切

」の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「政
策
監
会
議
資
料

」の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
異

平
成
27年
５
月
12日

審
理

中
議
申
立
て

「小
児
甲
状
腺
が
ん
及
び
が
ん
の
お
そ
れ
の
あ
る
者
の

平
成
27年
７
月
２
日
町
毎
の
人
数
に
関
す
る
文
書

」の
不
開
示
決
定
に
対
す

審
理

中
る
異
議
申
立
て

「福
島
県
産
業
廃
棄
物
処
理
指
導
要
綱
に
基
づ
く
産
業

平
成
27年
７
月
17日

廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
等
事
業
計
画
書

」の
一
部
開
審

理
中

示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「事
故
由
来
放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
処
理
に
か
か
る

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設

（仮
設
減
容
化
施
設

）設
置
許

平
成
27年
８
月
６
日

審
理

中
可
申
請
書
一
式

」の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申

立
て

「生
活
保
護
法
に
関
す
る
再
審
査
請
求
の
平
成
27年
８

月
６
日
付
け
の
裁
決
書
及
び
同
月
11日
付
け
の
審
査
庁

平
成
27年

12月
１
日

審
理

中
か
ら
処
分
庁
へ
の
送
付
文
書

」の
一
部
開
示
決
定
に
対

す
る
異
議
申
立
て

「関
係
部
署
と
請
求
人
と
の
協
議
記
録

」の
不
開
示
決

平
成
28年
１
月
８
日

審
理

中
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「福
島
県
動
物
救
護
本
部
の
会
議
の
議
事
録
及
び
会
議

平
成
28年
１
月
25日

審
理

中
資
料

」の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「墓
地
の
戸
籍
関
係
資
料

」の
一
部
開
示
決
定
に
対
す

平
成
28年
２
月
18日

審
理

中
る
異
議
申
立
て

「平
成
23年

10月
２
日
の
知
事
と
原
発
相
兼
環
境
相
と

平
成
28年
３
月
11日

審
理

中
の
会
談
記
録

」の
不
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「宗
教
法
人
の
総
代
名
簿

」の
一
部
開
示
決
定
に
対
す

平
成
28年
３
月
14日

却
下

る
異
議
申
立
て

（
文
書
法
務
課
）


